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被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業交付金に係る業務方法書 
 

千葉県耕作放棄地対策協議会 

 

（目 的） 

第１条 本業務方法書は、被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業実施要綱（平成２３

年１１月２１日付け２３農振第１９１８号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」とい

う。）、被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２

３農振第１９２４号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。）、耕作放棄

地再生利用緊急対策交付金交付要綱（平成２１年４月１日付け２０農振第２２０９号農林

水産省事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）に基づき､千葉県耕作放棄地対策

協議会（以下「県協議会」という。）が行う被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業に係

る業務の方法について基本的事項を定め､もってその業務の適正な運営に資することを

目的とする。 

 

 

（業務運営の基本方針） 

第２条 県協議会は、その行う業務の重要性にかんがみ、実施要綱、実施要領、交付要

綱、被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業交付金の交付決定に当たって関東農

政局長から付された条件その他の法令等を遵守するとともに、本業務方法書に定めた

手続きに従って、資金を安全に管理しつつ、実施要綱第２の２の被災者営農継続支援

耕作放棄地活用事業交付金（以下「被災者耕作放棄地活用交付金」という。）の交付そ

の他の業務を適正かつ効率的に運営するものとする。 

 

２ 県協議会は、地域耕作放棄地対策協議会及び地域農業再生協議会（以下「地域協

議会」という。）が、実施要綱、実施要領その他の法令等を遵守するとともに、本業務方

法書に定めた手続きに従って被災者耕作放棄地活用交付金に係る事業を実施する場

合、地域協議会に対して被災者耕作放棄地活用交付金を交付するものとする。 

 

 

（県協議会における被災者耕作放棄地活用交付金の管理方法） 

第３条 県協議会は、国から交付された被災者耕作放棄地活用交付金について、被災者

営農継続支援耕作放棄地活用事業交付金会計、被災者営農継続支援耕作放棄地活

用事業交付金会計（被災者耕作放棄地活用活動推進事業）を設け区分して経理する

ものとする。 
 

２ 県協議会は、国から交付された被災者耕作放棄地活用交付金以外の資金（会員から

の補助金等）を活用する場合、別の勘定を設けて被災者耕作放棄地活用交付金と区

分して経理するものとする。 

 

３ 県協議会は、第１項の資金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。 

 

 
（地域協議会における被災者耕作放棄地活用交付金の管理方法） 

第４条 地域協議会は、県協議会から交付された被災者耕作放棄地活用交付金につい
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て、被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業交付金会計（再生利用活動）と被災者

営農継続支援耕作放棄地活用事業交付金会計（施設等補完整備）、被災者営農継続

支援耕作放棄地活用事業交付金会計（被災者耕作放棄地活用活動推進事業）とに区

分して経理するものとする。 

 

２ 地域協議会は、県協議会から交付された被災者耕作放棄地活用交付金以外の資金

（県又は会員からの補助金、実施要綱別紙第３の５の所有者から徴収する負担金等）を

実施要綱別紙第１の取組に充てる場合には、別の勘定を設けて被災者耕作放棄地活

用交付金と区分して経理するものとする。 

 

３ 地域協議会は、第１項の被災者耕作放棄地活用交付金を金融機関への預金又は貯

金により管理するものとし、その運用により生じた運用益を被災者耕作放棄地活用交付

金に繰り入れるものとする。 

 

 

（地域協議会から県協議会への交付申請に関する事項） 

第５条 地域協議会長は､被災者耕作放棄地活用交付金の交付について、様式第１号に

より県協議会長に申請するものとする。 

 

 

（県協議会から地域協議会への交付に関する事項） 

第６条 県協議会長は、地域協議会長から前条の申請があり、その内容が適正であると

認めたときは、様式第２号により、交付条件を付して交付額を通知するとともに、第３条

第１項の被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業交付金会計、被災者営農継続支

援耕作放棄地活用事業交付金会計（被災者耕作放棄地活用活動推進事業）から、被

災者耕作放棄地活用交付金を当該地域協議会に交付するものとする。 

 

 

（被災農家又は農業者等の組織する団体等から地域協議会への交付申請に関する事項） 

第７条 被災農家又は農業者等の組織する団体等（以下「被災農家等」という。）は､被災

者耕作放棄地活用交付金の交付について、様式第３号により地域協議会長に申請す

るものとする。 

 

 

（地域協議会から被災農家等への交付に関する事項） 

第８条 地域協議会長は、被災農家等から前条の申請があり、その内容が適正であると

認めたときは、様式第４号により、交付条件を付して交付額を通知するとともに、第４条

第１項の被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業交付金会計（再生利用活動）又は

被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業交付金会計（施設等補完整備）から、被災

者耕作放棄地活用交付金を当該被災農家等に交付するものとする。 

 

 

（農地の所有者に賃貸料収入が生じる場合の措置） 

第９条 地域協議会は、実施要綱別紙第１の１（１）の支援の対象とする農地の所有者に
賃貸料収入が生じる場合、再生利用活動の取組初年度からの５年間における賃貸料
収入相当額を原則として、地域協議会と所有者が協議して定める額を当該所有者か
ら徴収し、実施要綱別紙第１の１（１）の取組に係る経費に充てるものとする。その際、
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地域協議会長と所有者との間の確認事項は様式第５号を参考とするものとする。 
 

 

（実績の報告） 

第１０条 地域協議会長は、様式第６号、実施要綱別紙第５の２、実施要領第３の６及び

実施要領別記第３の２により実績報告書を作成し、事業実施年度の３月１０日までに県

協議会長に提出するものとする。 

 

２ 被災農家等は、様式第７号及び実施要綱別紙第５の１により実績報告書を作成し、地
域協議会長の定める日までに地域協議会長に提出するものとする。 

 

（備 考） 

  第１０条の期日については、交付要綱第８の実績報告書の作成に必要な期間を勘案

して設定する。 

 

 

 附 則 

この業務方法書は、平成２４年３月 １日から施行する。 

この業務方法書は、平成２５年４月２２日から施行する。 


